
マレーシアの2020年度税制
改正案のうち、主要なものを
お伝えいたします。
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1. 優遇税制 (新規)

電気電子(E&E)セクター向けの特別な投資税額控除(ITA)

現在、E&E企業は、現代化、拡張、多様化のために発生した適格資本的支出に関して、連続する15年間の課税
年度にわたり再投資控除(RA)を利用することができます。15年間にわたる課税年度の再投資控除を利用し終え
た企業向けには、2016課税年度から2018課税年度まで、特別再投資控除が付与されていました。

今回、15年間の課税年度にわたる再投資控除を利用し終えたE&E企業に、5年間に発生する適格資本的支出に対
して50%の投資税額控除(ITA)を付与することが提案されました。このITAは各課税年度の法定所得の50%まで控
除可能です(マレーシア投資開発庁(MIDA)が2020年1月1日から2021年12月31日までに受領した申請に適用)。

また、特定の知識ベースのサービスに投資するE&E企業に対して、最大10年の所得税免税が付与されます(適用
時期など詳細は未公表)。

カスタマイズされた優遇税制 

誘致すべき企業を魅きつけ、マレーシアの最も有望な企業をグローバルの輸出市場で競争力のある企業に変える
戦略的推進の一環として、以下のような企業に、カスタマイズされた優遇税制が用意されます。

優遇措置承認後のモニタリングと実現

優遇措置承認後の投資のモニタリングと実現のために、政府は通商産業省(MITI)にRM1,000万を割り当てます。

知的財産の開発に対する優遇税制 

適格活動に係る特許および著作権ソフトウェアから得られた適格知的財産所得に、最大10年間、100％の免税を
与えることが提案されました。 マレーシアで開発された知的財産から得られた所得のみがこの優遇措置の対象
となることを担保するため、修正ネクサスアプローチが採用されます(MIDAが2020年1月1日から2022年12月31
日までに受領した申請に適用)。

その他の主な項目

● 持続可能エネルギー開発庁(SEDA)が認証した太陽光発電向リース事業から得る法定所得の70%を最大10
年間免税(MIDAが2020年1月1日から2023年12月31日までに受領した申請に適用)

● マレーシアにおける国際的なテーマパークへの新規投資に対して、5年間にわたり法定所得の100％の免
税、または5年間にわたり適格資本的支出に対して100%の投資税額控除(ITA)(各年度の法定所得の70%ま
で控除可能)の付与(以上、MIDAが2020年1月1日以降に受領した申請に適用）
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対象会社 条件 優遇税制への予算枠

ハイテク、製造、クリエイティ
ブ産業や新事業分野での
(i) フォーチュン 500の会社 
(ii) 世界的なユニコーン 

1社あたりRM50億以上のマレーシアでの投資 5年間にわたり
毎年RM10億

グローバルな輸出市場において
競争力のある企業

自社の製品やサービスをグローバルに成長さ
せ、かつ輸出する能力があることを証明でき
ること

5年間にわたり
毎年RM10億



2. 優遇税制 (延長)

現行 提案

1 自動化に対する優遇税制

製造会社は、以下の通り、自動化機器の購入
に対して加速償却を適用することができる。

カテゴリー１,２とも、2023課税年度まで3年間の延長

(MIDAが2023年12月31日までに受領した申請に適用)

カテゴリー2の対象をサービス産業に拡大

(MIDAが2020年1月1日から2023年12月31日までに受
領した申請に適用)

2 環境対応投資の投資税額控除(GITA) 

5年間または2020課税年度まで(早い方)、適格
な環境対応投資に対して100%の投資税額控除
(ITA)。法定所得の70%まで控除可能。

(MIDAが2020年12月31日までに受領した申請
に適用)

左記の優遇税制を3年間延長。

(MIDAが2023年12月31日までに受領した申請に適用)

3 環境対応サービスの所得税免税(GITE) 

5年間または 2020課税年度まで(いずれか早い
方)、適格な環境対応サービスから得る法定所
得の100%の免税。

(MIDAが2018年1月1日から2020年12月31日ま
でに受領した申請に適用)

左記の優遇税制を3年間延長。ただし、法定所得の
70%の免税に変更。

(MIDAが2021年1月1日から2023年12月31日までに受
領した申請に適用)

TaXavvy Budget 2020 Edition - Part 1| 4

カテゴリー1: 労働集約型産業 (ゴム、プラス
チック、木材、繊維製品 )

● RM400万を上限に、適格資本的支出に
対して100%の加速償却  (2015課税年
度から2020課税年度)

カテゴリー2: その他の産業
● RM200万を上限に、適格資本的支出に

対して100%の加速償却  (2015課税年
度から2020課税年度)

4　　その他の主な項目

● インダストリー4.0プログラムに関して国家二重訓練スキーム(National Dual Training Scheme)に参加
する企業の費用の二重控除について、人的資源省の承認期間を2021年12月31日まで延長

● 高等教育基金(PTPTN)のローンを雇用主が返済した場合の損金算入を2021年12月31日まで延長
● タレントコープが承認したインターンシッププログラム(Structured Internship Programme / SIP)の

ための一定の費用の二重控除について、対象学生の範囲の拡大(2020課税年度から2021課税年度まで)
● 上場不動産投資信託(REIT)からの個人および外国機関投資家への配当に対する10%の軽減税率の適用

を2025課税年度まで延長



3. 法人所得税
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中小企業向けの軽減税率の見直し                
中小企業の法人所得税の軽減税率の適用について、以下の改正が提案されました。

（i）軽減税率17％の対象となる課税所得の範囲をRM600,000までの所得に拡大

（ii）払込資本RM250万以下であることに加え、年間売上がRM5,000万以下であることを条件とする

(2020課税年度から適用)

少額資産の特別控除(一括償却)

現在、RM1,300以下の少額資産は、100％の特別控除(一括償却)が可能です。中小企業以外の場合、各課税
年度の少額資産の特別控除は合計でRM13,000が上限とされており、中小企業の場合は上限がありません。
今回の税制改正案では、以下の改正が提案されました。

(i) 少額資産の金額をRM1,300からRM2,000に引上げ
(ii) 中小企業以外の各課税年度における少額資産の特別控除の上限額を計RM13,000からRM20,000に引上げ

(2020課税年度から適用)

会社秘書役および税務申告報酬の損金算入
2015課税年度より、会社秘書役報酬および税務申告報酬は、各年度それぞれRM5,000およびRM10,000を上
限として特別な損金算入ができます。

今回の改正案では、会社秘書役報酬および税務申告報酬の各年度の損金算入上限額を合計でRM15,000とす
る改正が提案されました。

(2020課税年度から適用)

現行 提案 税率 (%)

課税所得のうち
RM500,000までの部分

課税所得のうち
RM600,000までの部分

17

課税所得のうち
RM500,000超の部分

課税所得のうち
RM600,000超の部分

24



個人所得税率の見直し

個人所得税の累進性を高めるために、RM2,000,000超の所得に対して30%の税率を適用することが提案され
ました。これに伴い、非居住者に係る個人所得税率も30%に引き上げられます。

改正後の居住者の課税所得ごとの税率は以下の表の通りです(2020課税年度から適用)。

最低賃金の引上げ

「主要都市」については、最低賃金を月RM1,200に引き上げることが提案されました(2020年から適用)。

その他の主な項目

● 託児所や幼稚園への支払いに対する所得控除をRM1,000からRM2,000に引上げ (2020課税年度より)
● キャリアブレイクから復帰する女性に係る免税の制度を2024課税年度まで延長
● 医療費の所得控除の対象に、不妊治療を追加 (2020課税年度より)
● 高等教育基金(PTPTN)のローンを雇用主が返済した場合の免税を2021年12月31日まで延長

4. 個人所得税
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課税所得 (RM) 税率 (%)

5,000まで 0

5,000 超 20,000 まで 1

20,000 超 35,000 まで 3

35,000 超 50,000 まで 8

50,000 超 70,000 まで 14

70,000 超 100,000 まで 21

100,000 超 250,000 まで 24

250,000 超 400,000 まで 24.5

400,000 超 600,000 まで 25

600,000 超 1,000,000 まで 26

1,000,000 超 2,000,000 まで 28

2,000,000 超 30



5. SST - 売上税およびサービス税

売上税(Sales Tax): 輸出業者スキームの導入

現在も次の免税制度があります。 
● 販売業者は、課税対象品目を輸出する場合、当該購入商品の購入（国内）または輸入に際して支

払った売上税の取戻し(drawback)を請求できます。 
● 免税品目の製品を輸出する製造業者は、輸出製品の製造に使用される原材料、部品、梱包材の輸

入または購入に対する売上税の免税を申請できます。

上記の制度を改善するために、「輸出業者スキーム」(Approved Major Exporter Scheme)を導入するこ
とが提案されました。年間売上高の80％以上を輸出する販売業者および免税品の製造業者は、このス
キームに申請する資格があります。

このスキームで享受できるメリットは次の通りです。
● 製品または原材料、部品、包装材の輸入および購入に対する売上税の免税
● 該当品目の輸入または購入時に輸出数量を決定しておくことが不要

ただし、次の部分については売上税を納付する必要があります。
● 輸出されなかったか、国内販売された購入商品また免税製品に係る売上税相当額(別途規定される

算式に基づき算定)
● 免税製品の製造に使用された原材料、部品および包装材料に係る廃棄物で、国内で処分または売

却される部分に係る売上税

(2020年7月1日から適用)

サービス税(Service Tax): グループ免税の条件緩和 

現在、2018年サービス税規則付表1のグループGに規定するプロフェッショナルサービスに関しては、雇
用サービスとセキュリティサービスを除き、グループ免税を適用することができます。ただし、同一グ
ループ外にも同種の課税サービスを提供している場合、グループ免税は適用できません。

このグループ免税の条件を緩和して、 12か月以内の期間でグループ外に提供するサービスの価値が総額
の5％を超えなければ、グループ免税が適用されることが提案されました。

(2020年1月1日から適用)
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6. その他 (輸出関税、印紙税)

輸出関税: パーム原油の輸出関税率の見直し

以下の通り、パーム原油の輸出関税率の引き下げが提案されました。

(2020年1月1日から適用)

印紙税: 親子間の不動産の移転に対する印紙税の減税対象から外国人を除外

現在、親から子または子から親への不動産の譲渡に対する印紙税は、マレーシア人であるか否かによら
ず、50%免税とされています。

上記の免税をマレーシア国民のみに適用することが提案されました。 

(2020年1月1日以降に作成される不動産の移転に係る文書に適用)

印紙税: 外貨建ローン契約に対する印紙税

外貨建ローン契約には、RM500を上限として、ローン金額の0.5%の印紙税がかかります。

これについて、RM500の上限をRM 2,000に引き上げることが提案されました。

(2020年1月1日以降に締結されるローン契約に適用)

TaXavvy Budget 2020 Edition - Part 1| 8

パーム原油の市場価格 
(FOB RM/tonne)

現行税率
(%)

新税率 
(%)

<2,250 NIL NIL

2,250 - 2,400 4.5 3.0

2,401 - 2,550 5.0 4.5

2,551 - 2,700 5.5 5.0

2,701 - 2,850 6.0 5.5

2,851 -3,000 6.5 6.0

3,001 - 3,150 7.0 6.5

3,151 - 3,300 7.5 7.0

3,301 - 3,450 8.0 7.5

>3,450 8.5 8.0



7. 税務執行・手続き 

不服申立て機関の統一 (Tax Appeal Tribunalの創設)

納税者の不服申立てへの対応を効率化するために、所得税と税関の不服申立て機関(Special 
Commissioners of Income TaxとCustoms Appeal Tribunal)を統一し、2021年から国税不服審判所(Tax 
Appeal Tribunal)として運用することが提案されました。不服申立ての手続きは各税法に準拠しますが、
申立て先が同一になります。

新納税者番号(Tax Identification Number / TIN)の割り当て

すべてのマレーシア法人および18歳以上のマレーシア人に、2021年1月から新たな納税者番号(TIN)が割
り当てられます。この制度の導入のために、2020年に関係者への説明セッションが開始されます。

優遇税制のフレームワークの見直し

政府は、1986年投資促進法および1967年所得税法のもとでの優遇税制のフレームワークの包括的な見直
しと刷新に着手しています。新フレームワークは2021年1月1日までに準備予定です。
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杉山　雄一  ・ Yuichi Sugiyama 
(全体統括・会計監査・会計アドバイザ
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yuichi.sugiyama@pwc.com
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PwC Budget 2020 Seminar

Kuala Lumpur

Date: 21 October 2019
Time: 8.30 am to 5.00 pm
Venue:  Mandarin Oriental,

Kuala Lumpur
Contact: Fazlina Jaafar / Fiona Ren

(03) 2173 3830 / (03) 2173 1313
Email: events.info@my.pwc.com 

Online registration:
http://bit.ly/PwCBudget2020Seminar

Johor Bahru

Date: 23 October 2019
Time: 8.30 am to 5.00 pm
Venue:  DoubleTree by Hilton, 

Johor Bahru
Contact: Jasmine Law / Hanisah Azman

(07) 218 6186 / (07) 218 6199
Email: jasmine.yx.law@pwc.com 

hanisah.azman@pwc.com 

Kuching

Date: 24 October 2019
Time: 8.15 am to 12.30 pm
Venue:  Hilton,

Kuching
Contact: Bryan Chen / Claira Simba 

Jasmy
(082) 527 218

Email:             bryan.chen@pwc.com
           claira.simba.jasmy@pwc.com

Penang

Date: 30 October 2019
Time: 8.30 am to 5.00 pm
Venue:  Eastern & Oriental Hotel,

Penang
Contact: Ann Yew / Ong Bee Ling

(04) 238 9291 / (04) 238 9170
Email: siew.lay.yew@pwc.com 

bee.ling.ong@pwc.com 

Melaka

Date: 31 October 2019
Time: 8.30 am to 5.00 pm
Venue:  Ramada Plaza,

Melaka
Contact: Lydia Chue / Roslena Yaakup

(06) 283 6169
Email: lydia.s.chue@pwc.com

roslena.yaakup@pwc.com 
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